
　（宛先）　羽　村　市　長　

令和　　　　年　　　　月　　　　日

【 注意事項 】
　１．　申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の２０日までにお願いいたします。
　２．　送付先が所在地と異なる場合は、書類送付先を記入してください。

　　　特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

　地方税法第３２１条の５の２並びに羽村市税賦課徴収条例第４５条の２の規定により、特別徴収税額の納期の特例につい
て承認を受けたいので申請します。

所   在   地
( 住　   　　所 )

〒　　　　－

フ  リ  ガ  ナ

名 　　　  称
( 氏   　　　名 )

代　 表　 者
職　 氏　 名

電話番号 　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

法 人 番 号
（連絡先）

特別徴収義務者

指 定 番 号
※市町村ごと
に異なります

（氏   名）

関 与 税 理 士

署 名 

（連絡先）

特例の適用を受けようとする税額 　　令和　　　　年　　　　月以後　の特別徴収税額

月　区　分 給与支払人員 給 与 支 払 額

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

（臨 時 　　　　人 ） （　　　　　　　　　　　　　円 ）

年  　　  月   常 時 　　　　人    　 円　

【 提出先 】

〒205-8601　東京都羽村市緑ヶ丘五丁目２番地１　羽村市役所　課税課市民税係

担
当
者

　市町村に係る徴収金に滞納がある場合において、
　それがやむを得ない理由によるものであるときは、
　その理由の詳細

　申請の日前１年以内に納期の特例の承認を取り
　消されたことの有無及び取消年月日

有　（令和　　　年　　　月　　　日承認取消）　　・　　無

　３．　給与の支払を受けるものが常時１０人未満と認められない場合や、徴収金の滞納がある場合、
　　　　また、徴収金の滞納があることにより納期の特例の承認の取消を受けて１年を経過していない
　　　　場合は申請を却下することがあります。

　　申請の日前６か月間の各月末の常時
　　給与の支払を受ける者の人員及び
　　各月の支払金額

　※賞与等の臨時の給与の金額を含む。

　※羽村市以外の全市町村を含む、
　 　事業所全体の人員及び支払金額

　※臨時勤務者分がある場合は、常時給与
　　 の支払いを受ける者の分とは別にして
　　 ２段書き（上段に記載） にしてください。

　※交通費は除く

受付印


